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正
誤
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次
の
よ
う
に
誤
り
が
あ
り
ま
し
た
の
で
、
お
詫
び
し
て
訂
正
い
た
し
ま
す
。
訂
正
箇
所
を
ご
確
認
の
う
え
、
ご
使
用
く
だ
さ
い
。 
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ガ
ス
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協
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育
事
業
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電
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上
段 

左
か
ら
一
～
二
行
目 

頁
、
該
当
箇
所 

   

二 

フ
ル
オ
ロ
カ
ー

ボ
ン
（
不
活
性
の
も

の
を
除
く
。）
及
び
ア

ン
モ
ニ
ア 

一 

二
酸
化
炭
素
及

び
フ
ル
オ
ロ
カ
ー
ボ

ン
（
不
活
性
の
も
の

に
限
る
。） 

ガ
ス
の
種
類 

五
十
ト
ン 

五
十
ト
ン 

法
第
五
条
第
一
項
第
二
号
の

政
令
で
定
め
る
値 

五
ト
ン 

二
十
ト
ン 

法
第
五
条
第
二
項
第
二
号

の
政
令
で
定
め
る
値 

  

正 

   

二 

二
酸
化
炭
素
及

び
フ
ル
オ
ロ
カ
ー
ボ

ン
（
不
活
性
の
も
の

を
除
く
。）
及
び
ア
ン

モ
ニ
ア 

一 

二
酸
化
炭
素
及

び
フ
ル
オ
ロ
カ
ー
ボ

ン
（
不
活
性
の
も
の

に
限
る
。） 

ガ
ス
の
種
類 

五
十
ト
ン 

五
十
ト
ン 

法
第
五
条
第
一
項
第
二
号
の

政
令
で
定
め
る
値 

五
ト
ン 

二
十
ト
ン 

法
第
五
条
第
二
項
第
二
号

の
政
令
で
定
め
る
値 
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